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■ 株主の皆様へ ■

代表取締役社長　太田　裕朗

 株主の皆様には、日頃より自律制御システム研究所（ACSL)の活動にご理解とご支援を
いただき、感謝申しあげます。
 第7回定時株主総会を6月28日に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届け致
します。ご来場を心よりお待ち申しあげております。当日のご出席が難しい株主の皆様
には、郵送により議決権をご行使いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

2019年6月

 社会的な期待の大きいドローン関連市場において、確固たる長期的な成長を実現していくために、2018年度に当社は東
京証券取引所マザーズ市場への上場を致しました。事業面においては、当社の強みである「できる限りヒトの操作を必要
としない」という、付加価値の大きい自律制御技術を評価頂き、点検、物流・郵便、防災等の幅広い分野のお客様におい
て当社のドローンを採用いただきました。

 当社は、「技術を通じて、人々をもっと大切なことへ」をミッションとして掲げることで、全社員が一丸となって「世
界で最も優れた自律技術を追求し、その社会実装を全うすることで、人が行う業務を一つでも多く自動化・無人化する、
そして、社会の進化を推し進めていく」ことを実現し、お客様や持続可能な社会に貢献するとともに、同時に会社の成長
を実現したいと考えております。
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証券コード　６２３２
2019年６月12日

株　主　各　位
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 
W B G マ リ ブ ウ エ ス ト 3 2 階
株式会社自律制御システム研究所
代表取締役社長 太 田 　 裕 朗

第７回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2019年６月27日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月28日（金曜日）午前10時
２．場 所 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目１番地

幕張メッセ　国際会議場　中会議室１０３
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第７期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告

の件
決 議 事 項

議 案 取締役６名選任の件
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.acsl.co.jp）に掲載させていただきま
す。
　定時株主総会終了後、株主様向け会社説明会を同会場にて開催する予定です。是非ご出席ください
ますようご案内申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2018年４月 1 日から
2019年３月31日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当社を取り巻く産業用ドローン関連事業につきましては、技術の進展とともに様々な産業で
の利活用が広がっており、今後もさらなる市場の拡大が見込まれます。
　国内においては労働人口の減少・高齢化が進む中、労働生産性の向上は社会的な要請であり、
様々な分野で業務効率化に関する需要が高まっております。特に、当社が注力するインフラ点
検、物流・郵便、防災・災害支援分野を中心に、現状のオペレーションの維持及び効率化を目
的とした業務の効率化・無人化は各産業において喫緊の課題となっており、企業によるこれら
の技術に関する投資が拡大しております。
　行政においては、2015年に官民協議会にて制定された「空の産業革命に向けたロードマッ
プ」に基づき、ドローンの目視外及び第三者上空での飛行に向けて、法規制等の環境整備が進
められており、2018年9月にはドローンにおけるレベル3(無人地帯での補助者なし目視外飛
行)に関する要件が明確化されました。また、2019年3月にはプラント保安分野におけるドロー
ンの安全な活用の促進に向けたガイドラインと活用事例集が経済産業省、消防庁、厚生労働省
より発表されました。
　このような環境の下、当社は主に大企業を中心とした各分野の顧客に対し、業務効率化・無
人化を目指した各種用途向けの産業用ドローン・ソリューションを展開してまいりました。当
事業年度においては、ソリューションの構築として、顧客のドローン導入のニーズを踏まえた
概念検証（PoC；Proof of Concept）、及び顧客先の既存システムへの組み込みも含めた特注
システム全体の設計・開発を通じて、新規顧客・案件の開拓を進めてまいりました。また、顧
客先におけるドローン・ソリューションの試用、及び実運用への導入が進んだことにより、機
体販売も順調に拡大いたしました。さらに、海外展開として、シンガポールにおいて実証実験
を行うなど、複数案件の具体化を進めてまいりました。
　開発においては、カスタム開発の基盤となるプラットフォーム技術の強化を目的として、画
像処理(VISION)を軸とした自律制御・エッジ処理の高度化、4Gネットワークを活用した飛行
制御の技術開発、飛行性能及び安全品質を支える基盤技術向上、操作に関連するユーザーイン
ターフェース強化等を継続してきました。
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　加えて、それらを活用し、顧客フィードバック、業務ノウハウを反映した用途特化型のカス
タム開発を実施してまいりました。プラットフォーム製品としては、PF-1に続く次期プラット
フォーム機及び小型機の製品化を進めてまいりました。
　また、さらなる事業拡大、技術力の強化に向けて、海外エンジニアを含めた優秀な人材採用
に積極的に取り組んでまいりました。さらに、ドローン利活用を推し進めていくため、陸上自
衛隊東部方面隊と災害発生時におけるドローンを活用した応援に関する協定を締結いたしまし
た。
　この結果、当事業年度の売上高は807,348千円（前期比118.1％増）となりました。費用面
では、研究開発費として366,058千円を計上しております。以上の結果、当事業年度において
は、営業損失330,396千円（前期は542,296千円の営業損失）、経常損失176,977千円（前期
は454,155千円の経常損失）、当期純損失183,335千円（前期は460,410千円の当期純損失）
となりました。

　なお、当社はドローン関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し
ております。
　そのため、当社の販売実績を主な内訳別に区分した売上高の状況は次のとおりであります。

(単位：千円)

区分
前事業年度

(自　2017年４月 1 日
至　2018年３月31日)

当事業年度
(自　2018年４月 1 日
至　2019年３月31日)

ソリューションの構築
（Step１、Step２） 217,458 293,969

量産機体の販売
（Step３、Step４） 90,686 384,189

その他（注） 62,039 129,188

合計 370,184 807,348
（注）その他は国家プロジェクトのうち、ＮＥＤＯロボット・ドローン機体の性能評価基準

等の開発に係る売上高を含んでおります。一般的に国家プロジェクトにおいて、収受
する補助金に関して、新規技術の研究開発に係るものについては、営業外収益として
計上しております。一方で本プロジェクトにおいては新規の研究開発を行わず、既存
の当社の技術を用いて、委託された実験を行うことが主目的であるため、売上高とし
て計上しております。
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②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は7,481千円であります。
　その内容は、営業活動用のドローン機体等の取得7,481千円であります。

③　資金調達の状況
　当社は、2018年12月の東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に伴い、公募増資により

総額2,815,200千円の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 ４ 期
(2016年３月期)

第 ５ 期
(2017年３月期)

第 ６ 期
(2018年３月期)

第 ７ 期
(当事業年度)
(2019年３月期)

売 上 高(千円) 121,377 156,889 370,184 807,348

経 常 損 失 （ △ ）(千円) △850 △486,418 △454,155 △176,977

当 期 純 損 失 （ △ ）(千円) △1,730 △488,814 △460,410 △183,335
１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 ( △ ） (円) △0.46 △88.07 △72.02 △19.42

総 資 産(千円) 934,914 508,871 2,353,118 4,926,958

純 資 産(千円) 849,961 361,146 2,022,998 4,701,831

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 34.66 △95.69 △218.47 457.93

（注）１．第４期は、決算期変更により2016年２月１日から2016年３月31日までの２ヶ月間となっておりま
す。

２．当社は第７期より会計監査人を設置しております。従いまして、第４期の数値につきましては、会社
法第436条第２項第１号に規定する会計監査人の監査を受けていない計算書類に基づくものであり、
第５期及び第６期の数値につきましては、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき監査を受けた
財務諸表の数値を記載しており、会社法第436条第２項第１号に規定する会計監査人の監査を受けて
おりません。

３．2017年７月15日付で１株につき100株の株式分割を、2018年９月１日付で普通株式１株につき15
株の株式分割を行っておりますが、第４期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当
期純損失及び１株当たり純資産を算定しております。

４．定款に基づき、2018年８月20日付でＡ種優先株主及びＢ種優先株主の株式取得請求権の行使を受け
たことにより、全てのＡ種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該Ａ種
優先株主及びＢ種優先株主にＡ種優先株式及びＢ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しており
ます。また、その後、2018年８月21日付で当該Ａ種優先株式及びＢ種優先株式をすべて消却してお
ります。なお、当社は2018年９月１日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　重要な親会社の状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社を取り巻く産業用ドローン関連事業につきましては、技術の進展とともに様々な産業での
利活用が広がっており、今後もさらなる市場の拡大が見込まれます。
　国内においては労働人口の減少・高齢化が進む中、労働生産性の向上は社会的な要請であり、
様々な分野で業務効率化に関する需要が高まっております。特に、当社が注力するインフラ点検、
物流・郵便、防災・災害支援分野を中心に、現状のオペレーションの維持及び効率化を目的とし
た業務の効率化・無人化は各産業において喫緊の課題となっており、企業によるこれらの技術に
関する投資が拡大しております。
　このような環境の下、当社の対処すべき課題は、次のとおりであります。

①　開発戦略
　次世代機体の開発、技術革新への投資を継続し、ドローンの性能の基盤となる自律制御・エ
ッジ処理の高度化、4Gネットワークによる飛行制御の技術開発、飛行性能及び安全品質を支え
る基盤技術向上、ユーザーインターフェース強化等の品質向上を目指します。
　さらに、プラットフォーム技術の強化に加えて、用途特化型の技術開発を進めると同時に、
外部の最先端技術の活用・融合により、効率的な開発を目指してまいります。

②　生産体制
　安全品質を最優先事項と位置づけ、生産体制のレベルアップを図り、カスタム機体、量産機
体における品質向上を図ります。また、営業・開発・生産拠点の統合による効率的・効果的な
カスタム開発体制の構築とともに、コスト削減を目的として部品調達、機体の組み立て、評価
試験等の委託先の最適化を目指します。

③　営業戦略
　販売においては、引き続き大企業を中心とした各分野の顧客に対し、業務効率化・無人化を
目指した各種用途向けの産業用ドローン・ソリューションの展開を目指します。さらなる顧客
基盤の拡大及び既存顧客における業務導入本格化に伴う機体販売の増加を目指し、外部パート
ナーとのネットワーク強化、また、シンガポールを中心とした新規地域への展開に取り組んで
まいります。

④　規制への対応
　ドローン関連業界を取り巻く規制やガイドライン、特にドローンの目視外飛行についての対
応として、関連する経済産業省、国土交通省などの行政機関と引き続き、密な連携を図ってま
いります。
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⑤　内部管理体制の強化
　今後一層の事業拡大を進めるにあたり、適切なコーポレート・ガバナンスシステムの構築、
コンプライアンス遵守体制の整備に継続して取り組んでまいります。また、監査役、監査法人
との連携を図ることで、内部統制システムの適切な運用を進めてまいります。

⑸　主要な事業内容（2019年３月31日現在）
　当社は、「技術を通じて、人々をもっと大切なことへ」というミッションのもと、｢世界で最も
優れた自律技術を追求し、その社会実装を全うすることで、人が行う業務を一つでも多く自動化・
無人化する、そして、社会の進化を推し進めていくこと｣を目指しております。
　主たる事業として、自律技術を用いたドローンの自社開発、ドローンを活用した無人化・IoT
システムの受注開発、生産、及び販売・サービス提供であります。

⑹　主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）
本 社 千葉県千葉市美浜区

支 店 辰巳事業所：東京都江東区、南相馬支店：福島県南相馬市

⑺　使用人の状況（2019年３月31日現在）
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

39 （6）名 1名減 （4名増）

（注）　使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パ
ート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　当社は、2018年12月21日付で東京証券取引所マザーズ市場に新規上場いたしました。
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２．株式の状況（2019年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 35,000,000株

（注）１．当社は、2018年８月21日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、2018年９
月１日付で発行可能株式総数は、33,780,444株増加し、35,000,000株となってお
ります。

２．2018年８月21日開催の臨時株主総会決議に基づき、2018年９月１日付で定款の変
更を行い、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に係る定めを廃止しております。

⑵　発行済株式の総数 10,264,605株
（注）１．2018年８月20日付で、Ａ種優先株主及びＢ種優先株主の株式取得請求権の行使を受

けたことにより、全てのＡ種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式として取得し、対
価として当該Ａ種優先株主及びＢ種優先株主にＡ種優先株式及びＢ種優先株式１株
につき普通株式１株を交付しております。また、その後、2018年８月21日付で当該
Ａ種優先株式及びＢ種優先株式を消却しております。

２．2018年８月10日開催の取締役会決議により、2018年９月１日付で普通株式１株を
15株に分割いたしました。これにより発行済株式の総数が8,477,798株増加してお
ります。

３．2018年12月20日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による
募集）による増資により、発行済株式の総数が900,000株増加しております。

４．新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は281,250株増加しております。

⑶　株主数 3,551名
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⑷　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｕ Ｔ Ｅ Ｃ ３ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 1,650千株 16.1％

野 波 　 健 藏 1,200 11.7

楽 天 ㈱ 1,150 11.2

i G l o b e  P l a t i n u m  F u n d  Ⅱ  P t e .  L t d . 1,000 9.7

特 定 金 外 信 託 受 託 者 　 ㈱ Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信 託 銀 行 833 8.1

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 707 6.9

㈱ 菊 池 製 作 所 700 6.8

み ず ほ 成 長 支 援 第 ２ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 333 3.2

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ （ 信 託 口 ） 280 2.7

千 葉 道 場 ド ロ ー ン 部 １ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 166 1.6
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
2017年第1回新株予約権 2018年第２回新株予約権

発 行 決 議 日 2017年７月７日 2018年１月17日

新 株 予 約 権 の 数 45,000個 40,000個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 675,000株
(新株予約権１個につき 15株)

普通株式 600,000株
(新株予約権１個につき 15株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり　50円 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 2,500円
(１株当たり 167円)

新株予約権１個当たり 3,200円
(１株当たり 214円)

権 利 行 使 期 間 2017年７月16日から
2027年７月15日まで

2020年１月19日から
2028年１月10日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 26,250個
目的となる株式数 393,750株
保有者数 3名

新株予約権の数 40,000個
目的となる株式数 600,000株
保有者数 3名

（注）１．新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
(1）行使条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、（注）３の会
社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件（以下、「取得事由」という。）
が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないも
のとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　権利者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生
じた場合には、権利者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
(a）本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする会社普通株式の発行等が行われた場

合（払込金額が会社法第199条第３項又は同第200条第２項に定める「特に有利な金額
である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められ
る価格で行われる場合を除く。）

(b）本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され
ていない場合、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が
行われたとき（但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著し
く低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。）
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(c）本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され
た場合、当該金融商品取引所における会社普通株式の普通取引の終値が、本新株予約権
の行使価額を下回る価格となったとき

(d）本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され
ていない場合、第三者評価機関等によりディスカウントキャッシュフロー法、類似会社
比較方式等の方法により評価された株式評価額が本新株予約権の行使価額を下回ったと
き（但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、会社の取締役会が第三者評価
機関等と協議の上、本②への該当を判断するものとする。）

③　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認め
られないものとする。

(2）相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株
予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3）行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定
める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株
予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
2017年７月16日から2018年７月15日まで：割当新株予約権数の25％まで
2018年７月16日から2019年７月15日まで：割当新株予約権数の50％まで
2019年７月16日から2020年７月15日まで：割当新株予約権数の75％まで
2020年７月16日以降　　　　　　　　　：割当新株予約権数の100％

２．新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。
(1）行使条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、（注）３の会
社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件（以下、「取得事由」という。）
が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないも
のとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認め
られないものとする。

(2）相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株
予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
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(3）行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に
定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当
新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
2019年１月16日まで　　　　　　　　　：０（行使不可）
2019年１月17日から2020年１月16日まで：割当新株予約権数の３分の１まで
2020年１月17日から2021年１月16日まで：割当新株予約権数の３分の２まで
2021年１月17日以降　　　　　　　　　：割当新株予約権数の全て

３．会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
　会社は、次に掲げる各取得事由に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、次に掲げ
る各取得事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこ
れを取得するものとする。また、会社は、次に掲げる各取得事由が生じた本新株予約権の全部又は一
部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決
定するものとする。
(1）会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新

設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定
款上必要な会社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合に
は総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議）が行われたとき
は、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2）会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（会社
の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で
成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得す
ることができる。
①　会社又は子会社（会社法第２条第３号に定める子会社を意味する。以下同じ。）の取締役又

は監査役
②　会社又は子会社の使用人
③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委

任、請負等の継続的な契約関係にある者
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(4）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
①　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②　権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその

役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、
会社の書面による事前の承認を得た場合を除く

③　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納

処分を受けた場合
⑤　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは

小切手が不渡りとなった場合
⑥　権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その

他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦　権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧　権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、そ

の他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。
以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関
与を行っていることが判明した場合

(5）権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約
権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由
が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①　権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②　権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2019年3月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 太 田 　 裕 朗

取 締 役 会 長 野 波 　 健 藏 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム会長

取 締 役 C O O 鷲 谷 　 聡 之

取締役CFO兼CAO 早 川 　 研 介

取 締 役 C T O クリストファー・ト
ー マ ス ・ ラ ー ビ

取 締 役 向 井 　 秀 明 楽天AirMap株式会社代表取締役CEO

取 締 役 杉 山 　 全 功 日活株式会社社外取締役
地盤ネットホールディングス株式会社社外取締役

取 締 役 鈴 川 　 信 一

常 勤 監 査 役 二 ノ 宮 　 晃

監 査 役 嶋 田 　 英 樹 三番町法律事務所代表
株式会社COOL社外監査役

監 査 役 大 野 木 　 猛 青南監査法人代表社員
株式会社アミューズ社外監査役

（注）１．取締役向井秀明氏、取締役杉山全功氏及び取締役鈴川信一氏は、社外取締役であります。
２．監査役二ノ宮晃氏、監査役嶋田英樹氏及び監査役大野木猛氏は、社外監査役であります。
３．監査役嶋田英樹氏は弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有する

ものであります。
４．監査役大野木猛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
５．2018年８月21日開催の臨時株主総会において、杉山全功氏及び鈴川信一氏が取締役に新たに選任さ

れ、それぞれ９月１日付けで就任いたしました。
６．当社は、社外取締役杉山全功氏、鈴川信一氏及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 14 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

⑵　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退 任 日 退任事由 退任時の地位・担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

山 本 　 哲 也 2018年８月21日 辞任 社外取締役
株式会社東京大学エッジキャピタル　取締役

ロバート・シュウ 2018年８月21日 辞任
社外取締役
アイグローブ・パートナーズ　マネージング
パートナー

坂 本 　 教 晃 2018年８月21日 辞任 社外監査役
株式会社東京大学エッジキャピタル　取締役

⑶　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うに
つき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており
ます。

⑷　取締役及び監査役の報酬等
　当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

7名
（2）

61,083 千円
（4,200）

監 査 役
（う　　ち　　社　　外　　監　　査　　役）

3
（3）

11,875
（11,875）

合 計
（う　　ち　　社　　外　　役　　員）

10
（5）

72,958
（16,075）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の支給人員は、無報酬の取締役１名（うち社外取締役１名）を除いております。
３．取締役の報酬限度額は、2018年８月21日開催の臨時株主総会において、年額90百万円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、2017年６月30日開催の第５回定時株主総会において、年額20百万円以内と

決議いただいております。
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⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役向井秀明氏は、楽天AirMap株式会社の代表取締役CEOで同社を経営しております。
楽天AirMap株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

・取締役杉山全功氏は、日活株式会社の社外取締役及び地盤ネットホールディングス株式会社
の社外取締役として経営に関与しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありま
せん。

・監査役嶋田英樹氏は、三番町法律事務所の代表及び株式会社COOLにおいて社外監査役とし
て経営に関与しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役大野木猛氏は、青南監査法人の代表社員及び株式会社アミューズにおいて社外監査役
として経営に関与しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・2019年８月21日付で退任いたしました取締役山本哲也氏は、株式会社東京大学エッジキャ
ピタルの取締役でありました。同社は当社の大株主でありますが、当社との間には取引関係
はありません。

・2019年８月21日付で退任いたしました取締役ロバート・シュウ氏は、アイグローブ・パー
トナーズのマネージングディレクターでありました。同社は当社の大株主でありますが、当
社との間には取引関係はありません。

・2019年８月21日付で退任いたしました監査役坂本教晃氏は、株式会社東京大学エッジキャ
ピタルの取締役でありました。同社は当社の大株主でありますが、当社との間には取引関係
はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 向 井 　 秀 明
当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席いたしまし
た。出席した取締役会において、ドローン産業における豊富な経験と幅
広い見識に基づき、経営全般に関する助言・提言を行っております。

取締役 杉 山 　 全 功
2018年９月１日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のう
ち10回に出席いたしました。主に長年にわたる企業経営の豊富な経
験と実績を生かし、経営全般に関する助言・提言を行っております。

取締役 鈴 川 　 信 一
2018年９月１日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のう
ち10回に出席いたしました。主に長年にわたる企業経営の豊富な経
験と実績を生かし、経営全般に関する助言・提言を行っております。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 山 本 　 哲 也

2018年８月21日退任までに、当事業年度に開催された取締役会8回の
うち8回に出席いたしました。主に長年にわたるベンチャー企業の支
援・育成等の経験を生かし、経営全般に関する助言・提言を行ってお
ります。

取締役 ロ バ ー ト ・ シ ュ ウ

2018年８月21日退任までに、当事業年度に開催された取締役会8回の
うち8回に出席いたしました。主に長年にわたるベンチャー企業の支
援・育成等の経験を生かし、経営全般に関する助言・提言を行ってお
ります。

監査役 二 ノ 宮 　 晃

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、長年にわたる管理業務の経験から、適宜、当社のリスク管理体
制、内部統制システム等について発言を行っております。

監査役 嶋 田 　 英 樹

当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制
等について適宜、必要な発言を行っております。

監査役 大 野 木 　 猛

2018年６月29日就任以降、当事業年度に開催された取締役会16回のう
ち16回、監査役会12回のうち12回に出席いたしました。出席した取締
役会及び監査役会において、公認会計士としての専門的見地から、当
社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っ
ております。

監査役 坂 本 　 教 晃

2018年８月21日退任までに、当事業年度に開催された取締役会8回の
うち8回、監査役会６回のうち６回に出席いたしました。出席した取締
役会及び監査役会において、主に長年にわたるベンチャー企業の支援・
育成等の経験から適宜、当社のリスク管理体制等について発言を行
っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、当事業年度において、新規上場に係るコンフォ
ートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、取締役会において、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下
のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づき内部統制システムの整備・
運用を行っております。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a）コンプライアンスを確保するための基礎として、コンプライアンス規程を定める。ま

た役員はコンプライアンス規程に則り、コンプライアンス活動を率先垂範する。
(b）コンプライアンス所管部署である経営管理ユニットが、取締役及び使用人への教育研

修等の具体的な施策を企画・立案・推進し、従業員のコンプライアンスに対する意識向
上を図る。

(c）内部通報規程を定め、通報・相談窓口を社内外に設置することにより、不正行為の早
期発見と是正を図る。また、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを内部
通報規程に定めるものとする。

(d）必要に応じて外部の専門家を起用し、法令及び定款違反を未然に防止する。
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a）取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む）を、関連資料

と併せてこれを法令・社内規程に則り適切に保存・保管をするとともに、必要に応じて
閲覧可能な状態を維持する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・重要な会議体及び委員会の議事録

(b）上記(a)に定める文書のほか、契約書、決裁書その他の文書については、文書管理規
程、機密管理規程、情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程などに基づき適切に
情報の保存及び管理を行う。

(c）個人情報ほか法令上一定の管理が求められる情報について、役職員などに対して当該
法令で要求される管理方法の周知徹底を図る。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a）経営管理ユニットは当社の事業活動に伴うリスクを的確に把握し、その顕在化を防ぐ

ための施策を推進する。
(b）リスク管理規程に則り、各ユニット部門はその担当業務に関連して発生しうるリスク

の管理を行う。全社的な管理を必要とするリスクについては経営管理ユニットがリス
クを評価した上で対応方針を決定し、これに基づき適切な体制を構築する。

(c）重大なリスク、あるいは重篤な事故・災害の発生時には危機管理委員会を設置し、リ
スクを最小限にするべく全社横断的かつ組織的な対応を行う。
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ｄ．財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事
項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を
推進する。

ｅ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備
(a）反社会的勢力との関係遮断の基本方針

　当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ
ロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団などの反社会的勢力との関係を一切遮断する。
(b）反社会的勢力との取引排除に向けた体制整備

・経営管理ユニットを反社会的勢力対応部署とし、反社会的勢力に関する情報収集・管
理体制を確立する。

・警察等関連機関との緊密な連携体制を確立する。
・反社会的勢力対応に関する反社会的勢力対応規程を定め、周知徹底を図る。
・取引基本契約、雇用契約など各種契約に暴力団排除条項を導入する。

ｆ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a）定例の取締役会を原則として毎月１回開催し、経営の基本方針など重要事項の決定並

びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(b）業務執行に当たっては業務分掌規程、職務権限規程において責任と権限を定める。

ｇ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
(a）監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査役の職務を補助す

るものとして監査役スタッフを置く。
(b）監査役スタッフを置いた場合は、独立性や指示の実効性を確保するため、監査役スタ

ッフは取締役の指揮命令に服さない使用人を配置するとともに、その人事異動、人事評
価については、監査役会の事前の同意を得るものとする。

ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制

(a）取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
法令に従い、直ちに監査役に報告する。

(b）常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握す
るため、必要に応じてマネジメント会議など主要な会議に出席をするとともに、主要な
稟議書を閲覧する。

(c）監査役は内部通報規程に基づき内部通報の状況報告を受けるとともに、内部通報所管
部署から四半期毎にその運用状況の報告を受ける。
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(d）監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用
人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して
報告を求めることができる。

(e）監査役に対する報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないものとする。

ｉ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a）監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行に当たり、内部

監査部署と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
(b）監査役は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、

会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連
携を保ち、効率的な監査を実施する。

(c）監査役の職務を執行する上で必要となる費用は、会社が支払うものとする。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。当社では、前
記「内部統制システム構築の基本方針」に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めており
ます。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
①　コンプライアンス体制について

　当社では、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進
が必要不可欠であるとの認識の下、「コンプライアンス規程」を定め、経営管理ユニットを主
管部署としてコンプライアンス遵守体制を構築しており、具体的には、以下の事項を実施して
おります。
・コンプライアンスに関する規程、マニュアル等の作成及び周知
・当社におけるコンプライアンス教育及び啓発活動
・その他コンプライアンスの推進に当たっての関連部門への指導及び助言
・内部通報制度を整備の上、全社員に周知し、法令違反等の早期発見と迅速かつ適切な対応

②　取締役の職務の執行について
　取締役会は、19回開催し、取締役８名（うち、社外取締役３名）で構成されており、取締役
会には取締役及び監査役が出席して、各取締役から業務執行状況及び業務管理状況の報告が行
われるとともに、重要事項の審議・報告・決議を行っております。社外取締役は、独立した立
場から決議に加わるとともに、経営の監視・監督を行っております。
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③　内部監査の実施について
　「内部監査規程」に基づき、経営管理ユニット所属の内部監査担当者が内部監査を実施して
おります。また、経営管理ユニットに対する内部監査については、事業推進ユニットの担当者
が内部監査担当者となることで、相互に牽制する体制を採っております。内部監査の結果は、
代表取締役社長に適時に報告され、また、取締役会においても報告が行われております。

④　リスク管理体制について
　当社では、「リスク管理規程」を定め、経営管理ユニットを主管部署として、各部が行う諸
活動の管理・検証、リスクの発生防止体制や対策の企画立案・推進及びリスク発生防止のため
の社内周知・啓蒙等を実施しております。それらの内容については、マネジメント会議におい
て、適宜、情報共有及び情報交換を図ることでリスク管理体制の実効性を担保しております。
また、四半期に一度を目安として代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を開催して
おり、当社の事業運営上のリスクについての現状把握、対策を検討しております。

⑤　監査役の職務の執行について
・監査役会は15回開催され、社外監査役３名で構成されており、代表取締役と定期的に会合を

持ち、経営課題、監査上の重要課題等について意見交換を行っており、監査役会はいつでも
取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができる体制を整備済みであります。

・常勤監査役は取締役会のほか、マネジメント会議等の社内重要会議に出席し、業務執行の状
況について直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法
人や内部監査チームと連携した監査、当社の内部監査の状況確認及び業務執行の状況やコン
プライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。
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７．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８．剰余金の配当の決定に関する基本方針
　当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考え
ており、設立以来配当を実施しておりません。配当政策の基本方針としましては、収益力の強化
や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したう
えで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。また、内部留保資
金につきましては、研究開発活動の継続的な実施や生産体制の強化のために優先的に充当し、事
業基盤の確立・強化を図っていく予定であります。
　当事業年度の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化し、必要な内部留保を確
保するため、配当を実施しておりません。
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貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　  産　  の　  部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
原 材 料
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
そ の 他

4,858,006
4,465,591

256,183
10,006
94,179
25,134
8,649
5,817

△7,557
68,951
23,789

5,651
12,748
5,388

13,871
1,677

12,193
31,290
31,290

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 225,126

買 掛 金 17,731
未 払 金 42,120
未 払 費 用 7,095
未 払 法 人 税 等 27,910
未 払 消 費 税 等 19,783
前 受 金 103,842
預 り 金 6,642

負 債 合 計 225,126
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 4,700,519
資 本 金 2,963,559
資 本 剰 余 金 2,941,559

資 本 準 備 金 2,941,559
利 益 剰 余 金 △1,204,599

そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,204,599
繰 越 利 益 剰 余 金 △1,204,599

新 株 予 約 権 1,312
純 資 産 合 計 4,701,831

資 産 合 計 4,926,958 負 債 純 資 産 合 計 4,926,958
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損　益　計　算　書

( 2018年４月 1 日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 807,348
売 上 原 価 404,034
売 上 総 利 益 403,313
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 733,710
営 業 損 失 △330,396
営 業 外 収 益

受 取 利 息 23
助 成 金 収 入 192,326
そ の 他 1,423 193,772

営 業 外 費 用
支 払 利 息 484
株 式 交 付 費 17,932
株 式 公 開 費 用 14,548
そ の 他 7,388 40,353

経 常 損 失 △176,977
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,647 2,647
税 引 前 当 期 純 損 失 △179,625
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,710 3,710
当 期 純 損 失 △183,335
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株主資本等変動計算書

( 2018年４月 1 日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

新株
予約権 純資産合計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金
株主資本

合  計資本準備金 資本剰余金
 合  計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合  計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,532,006 1,510,006 1,510,006 △1,021,264 △1,021,264 2,020,748 2,250 2,022,998

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,407,600 1,407,600 1,407,600 2,815,200 2,815,200

新株の発行（新株
予約権の行使） 23,953 23,953 23,953 47,906 △937 46,968

当 期 純 損 失 △183,335 △183,335 △183,335 △183,335

当 期 変 動 額 合 計 1,431,553 1,431,553 1,431,553 △183,335 △183,335 2,679,770 △937 2,678,833

当 期 末 残 高 2,963,559 2,941,559 2,941,559 △1,204,599 △1,204,599 4,700,519 1,312 4,701,831
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
　たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品、仕掛品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ております。
②原材料
　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。
　　　　但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　建物　　　　　　　　　　　　　15年
　　　　工具、器具及び備品　　　４年～６年

　②無形固定資産
市場販売目的のソフトウエアについては、見込有効期間（３年以内）における販売見込数量を基準とし

た償却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

⑶　引当金の計上基準
　貸倒引当金
　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
　権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）

　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第
36号 平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を2018年４月１日以後適用し、従業
員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関
する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしまし
た。
　但し、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱い
に従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を
付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

３．追加情報に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当事業年
度の期首から適用しております。

４．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 9,966千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,264,605株
⑵　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

該当事項はありません。
⑶　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる

株式の数
普通株式 393,750株

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　金融商品に対する取組方針
　当社は、必要に応じて運転資金等を銀行借入や株式発行により調達しております。また、一時的な余裕
資金は、短期的な預金等により運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
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　⑵　金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額 時 価 差 額
⑴ 現 金 及 び 預 金 4,465,591千円 4,465,591千円 －千円
⑵ 売 掛 金 256,183

　 貸 倒 引 当 金 （ ＊ ） △7,557
248,626 248,626 －

資 産 計 4,714,218 4,714,218 －
⑴ 未 払 金 42,120 42,120 －

負 債 計 42,120 42,120 －
　（＊）売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。

　（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
　　　資　産
　　　　⑴現金及び預金、⑵売掛金
　　　　　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
　　　　よっております。
　　　負　債
　　　　⑴未払金
　　　　　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
　　　　よっております。

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 2,301千円
減価償却費 1,306
一括償却資産 1,001
未払事業税 7,371
前受金 31,630
税務上の繰越欠損金 317,741
その他 331

繰延税金資産合計 361,685
評価性引当額  △361,685
繰延税金資産合計 －
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８．関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

役 員 及 び
その近親者 太 田 裕 朗 　（被所有）

　　直接0.99 当社代表取締役 新株予約権
の権利行使 25,050 － －

役 員 及 び
その近親者 鷲 谷 聡 之 　（被所有）

　　直接0.00 当社取締役 新株予約権
の権利行使 15,656 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）2017年６月30日開催の定時株主総会決議及び普通種類株主総会決議並びに2017年７月７日開催の取締

役会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引
金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額
を記載しております。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 457円93銭
⑵　１株当たり当期純損失 △19円42銭
（注）当社は2018年９月１日付で普通株式１株につき15株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しており
ます。

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月13日
株式会社自律制御システム研究所

取締役会　御中
有限責任監査法人　トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 々 田 博 信 ㊞
指 定 湧 現 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淡 島 國 和 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社自律制御システム研究所の2018
年４月１日から2019年３月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2018年４月１日から2019年3月31日までの第７期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び本社以外
の全事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０１９年５月14日
株 式 会 社 自 律 制 御 シ ス テ ム 研 究 所 　 監 査 役 会

常勤監査役（社外監査役） 二 ノ 宮 　 晃 ㊞
社 外 監 査 役 大 野 木 　 猛 ㊞
社 外 監 査 役 嶋 田 　 英 樹 ㊞

以　上
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株主総会参考書類
議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当社の株式数

１
おお
太

た
田

 
　

ひろ
裕

あき
朗

(1976年８月18日)

2004年 ４月 ローム株式会社入社

102,000株

2004年 ７月 京都大学博士（エネルギー科学研究科）
2008年 1 月 京都大学大学院工学研究科航空宇宙工学

専攻助教
2008年11月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校研

究員
2010年 ９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ

ンク　ジャパン入社
2016年 ６月 当社取締役最高執行責任者（ＣＯＯ）
2017年 ６月 代表取締役最高執行責任者（ＣＯＯ）
2018年 ３月 代表取締役社長（現任）

２
わし
鷲

や
谷

 
　

さと
聡

し
之

(1987年９月26日)

2013年 ４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ
ンク　ジャパン入社

50株
2016年 ７月 当社入社執行役員Vice President
2016年12月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高

戦略責任者（ＣＳＯ）
2017年 ３月 取締役最高事業推進責任者（ＣＭＯ）
2018年 ３月 取締役最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）

３
はや
早

かわ
川

 
　

けん
研

すけ
介

(1988年３月30日)

2012年 ４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ
ンク　ジャパン入社

－
2015年 ２月 ＫＫＲキャップストーン入社
2017年 ３月 当社入社最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最

高経営管理責任者（ＣＡＯ）
2017年 ６月 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼最高

経営管理責任者（ＣＡＯ）（現任）
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当社の株式数

４

C h r i s t o p h e r
T h o m a s  R a a b e
（クリストファー・トー
マ ス ・ ラ ー ビ ）
(1980年３月２日)

2006年 ４月 ボーイング入社

－

2013年 ９月 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工
学博士課程修了（工学博士）

2014年 １月 東京大学大学院工学系研究科助教
2017年 ４月 当社入社最高技術責任者（ＣＴＯ）
2018年 9 月 取締役最高技術責任者（ＣＴＯ）(現任)

５
すぎ
杉

やま
山

 
　

まさ
全

のり
功

(1965年４月16日)

2004年 ３月 株式会社ザッパラス代表取締役社長

－

2007年 ７月 同社代表取締役会長兼社長
2009年 ８月 日活株式会社社外取締役（現任）
2011年 ６月 株式会社Synphon ie（現株式会社

enish）代表取締役社長
2014年 ３月 同社取締役
2014年 ６月 地盤ネットホールディングス株式会社社

外取締役(現任)
2018年９ 月 当社社外取締役(現任)

６
す ず

鈴
か わ

川
 

　
し ん

信
い ち

一
(1955年９月20日)

1978年 ４月 国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式
会社）入社

－

2008年 １月 ＫＤＤＩ株式会社東南アジア統括拠点長
兼ＫＤＤＩシンガポール社長

2010年 １月 DMX Technologies Group LTD　代
表取締役副会長

2013年10月 ＫＤＤＩ株式会社理事　グローバル事業
本部　グローバルＩＣＴ本部長

2016年６ 月 株式会社ＫＤＤＩエボルバ　常勤監査役
2018年９ 月 当社社外取締役（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．杉山全功氏及び鈴川信一氏は、社外取締役候補者であります。

－ 35 －



３．⑴　杉山全功氏を社外取締役候補者とした理由は、複数の上場企業における代表取締役としての豊富
な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待
しているためであります。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他
の利害関係はありません。

⑵　鈴川信一氏を社外取締役候補者とした理由は、複数の企業における代表取締役若しくは社長とし
ての豊富な経験を有しており、経営者としての経験に基づいた業務執行に対するアドバイスや助
言を期待しているためであります。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関
係その他の利害関係はありません。

４．杉山全功氏及び鈴川信一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間
は、本総会終結の時をもって10ヶ月となります。

５．当社は、杉山全功氏及び鈴川信一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。杉山全功氏及び鈴川信一氏の再任が承認さ
れた場合は、両氏との間にそれぞれ当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、杉山全功氏及び鈴川信一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以　上

－ 36 －



メ　　モ



株主総会会場ご案内図

会　場 幕張メッセ　国際会議場　中会議室１０３
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目１番地

交　通 ● JR京葉線　「海浜幕張駅」南口より徒歩約５分
● JR総武線・京成電鉄　「幕張本郷駅」より京成バス「ZOZOマリンスタジアム」又は

「医療センター」又は｢幕張メッセ中央」行きで「タウンセンター」バス停下車徒歩
　約３分
【お願い】
ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。
株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。予めご了承ください。
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